
令和８年８月から、特定入所者介護（予防）サービス費（補足給付）における食費・居住費の負担限

度額・基準費用額が引き上がります。 

事業所管理での設定が必要となりますのでご案内いたします。 

対象となる施設の事業所様は、該当のサービスに置き換えて設定を行ってください。 

資料 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/rireki 

介護保険最新情報 Vol.1506 から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○事業所管理画面での設定 

 

メインメニュー→[各種メンテナンス]→[事業所管理]へ進みます。 

該当の事業所を選んで[詳細]ボタンを押して、事業所詳細画面を表示します。 

 

◆適用期間の追加を行います。 

 

 

⓵[適用期間追加]を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「202６」年「8」月を選んで、[OK]

を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

③適用期間が追加できました。 

※ 

「２０２６．０８ ‐ 現在」 

となっていることを確認してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④適用期間が追加出来たら、提供

サービスを選んで[編集]ボタン

を押します。 

例は短期入所療養介護（介護医療

院）の「２A」です。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

⑤詳細画面が開きますので、一番

下にある[基準額取得]ボタンを

押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥変更になりました食費の基準

額が取得できましたら、[登録]ボ

タンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑦事業所情報詳細画面に戻りま

すので、右下の[登録]ボタンを押

します。 

 

 

※編集を行った場合は、適用期間

ごとに登録が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧[OK]を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○利用者管理画面での設定（特定入所者の場合） 

 

メインメニュー→[利用者管理]へ進みます。 

該当の利用者を選んで[詳細]ボタンを押して、利用者情報詳細画面を表示します。 

画面下段の「施設情報」タブを選びます。 

令和 8 年 8 月以降の金額の見直しをお願いいたします。 

 

 

 

 

※画面は第 3 段階②の方の負担限度額です。 

 

 

 

 



 

○月間実績画面での確認（特定入所者の場合） 

 

 

◆確認していただくこと 

サービス詳細画面で、食事提供「2 朝昼夜」の食事費用が事業所管理画面で取得した基準額の「1545」となっていること

をご確認ください。 

前の金額になっている場合は、一度[ｖ]をクリックし、空欄を選んでから選びなおしていただくと、基準額が反映されま

す。 

 

 

 

 


